
奈
良
県
告
示
第
二
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
十
三
条
第

一
項
第
六
号
、
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
及
び
別
表
第
三

欄
の
五
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大

（に）

和
都
市
計
画
区
域
（
宇
陀
市
及
び
川
西
町
の
区
域
に
限
る
。
）
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域

の
一
部
に
お
け
る
容
積
率
、
建
ぺ
い
率
及
び
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
に
係
る
数
値
を
定
め
、
平
成
二

十
一
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
区
域
の
区
分
及
び
制
限
の
数
値
に
係
る
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
建
築

課
、
奈
良
県
桜
井
土
木
事
務
所
及
び
奈
良
県
宇
陀
土
木
事
務
所
並
び
に
宇
陀
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
及
び
川
西
町
産
業
建
設
部
産
業
振
興
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾


		2009-04-23T19:01:12+0900
	naraken.




